
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
九
年

五
月
二
十
九
日

第
二
千
七
百
号

月　曜　日

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
換
地
計
画
の
決
定	

四
〇
三

○
道
路
の
区
域
変
更	

四
〇
三

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任（
三
件
）	

四
〇
四

　
　
　
　

企　

業　

局

○
山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一	

四
〇
六

　

部
を
改
正
す
る
規
程

○
山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

四
〇
六

　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
田
園
居
住
空
間
整
備
事
業
富
士
吉
田
地
区
（
城
山
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と

お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

富
士
吉
田
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

甘
利
山
公
園
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
二
二
地
先

か
ら
韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
二
二
地
先

ま
で

旧

五
・
〇
〜

六
・
四

三
五
・
六

新

七
・
六
〜一
〇
・
二

三
五
・
六

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
一
二
地
先

か
ら
韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
一
三
地
先

ま
で

旧

七
・
四
〜

九
・
六

三
〇
・
〇

新

八
・
九
〜一
一
・
八

三
〇
・
〇

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
一
三
地
先

か
ら
韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
一
三
地
先

ま
で

旧

六
・
七
〜

七
・
八

二
四
・
二

新

六
・
八
〜
八
・
七

二
四
・
二

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
一
三
地
先

か
ら
韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
一
三
地
先

ま
で

旧

六
・
一
〜
六
・
九

三
二
・
五

新

七
・
九
〜一
〇
・
六

三
二
・
五

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
二
二
地
先

か
ら
韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
二
二
地
先

ま
で

旧

七
・
二
〜
九
・
一

三
〇
・
九

新

八
・
三
〜一
一
・
四

三
〇
・
九

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
二
二
地
先

か
ら
韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
字
甘
利
山
一
番
二
二
地
先

ま
で

旧

五
・
八
〜
六
・
一

三
二
・
五

新

七
・
三
〜一
〇
・
一

三
二
・
五

四
〇
三

四
〇
三



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

四
〇
四

　
　
　

公　
　
　

告

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

　

土
地
改
良
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
川

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

退
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

退　

任　

年　

月　

日

理
事

数
野
武
明

甲
府
市
大
手
二
丁
目
四
番
六
十
六
号

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

同

保
坂
敬
夫

甲
府
市
上
積
翠
寺
町
四
百
七
十
八
番

地

同

同

山
村
忠
弘

甲
府
市
岩
窪
町
六
十
九
番
地
一

同

同

中
澤
好
吉

甲
府
市
下
積
翠
寺
町
九
百
十
二
番
地

同

同

保
坂
二
郎

甲
府
市
屋
形
三
丁
目
三
番
二
十
号

同

同

岡
憲
幸

甲
府
市
塚
原
町
三
百
三
十
七
番
地

同

同

山
村
茂
雄

甲
府
市
岩
窪
町
百
九
番
地

同

同

山
村
哲
夫

甲
府
市
塚
原
町
七
百
五
十
七
番
地

同

同

堀
口
良
英

甲
府
市
塚
原
町
八
百
番
地

同

同

中
澤
千
尋

甲
府
市
塚
原
町
七
百
十
三
番
地

同

同

入
蔵
克
之

甲
府
市
塚
原
町
五
百
八
十
二
番
地

同

監
事

保
坂
幸
延

甲
府
市
上
積
翠
寺
町
五
百
六
十
七
番

地

同

同

窪
田
泉

甲
府
市
岩
窪
町
五
十
六
番
地

同

二　

就
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

就　

任　

年　

月　

日

理
事

保
坂
敬
夫

甲
府
市
上
積
翠
寺
町
四
百
七
十
八
番

地

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

同

山
村
忠
弘

甲
府
市
岩
窪
町
六
十
九
番
地
一

同

同

中
澤
千
尋

甲
府
市
塚
原
町
七
百
十
三
番
地

同

同

窪
田
泉

甲
府
市
岩
窪
町
五
十
六
番
地

同

同

中
澤
好
吉

甲
府
市
下
積
翠
寺
町
九
百
十
二
番
地

同

同

保
坂
二
郎

甲
府
市
屋
形
三
丁
目
三
番
二
十
号

同

同

岡
憲
幸

甲
府
市
塚
原
町
三
百
三
十
七
番
地

同

同

山
村
茂
雄

甲
府
市
岩
窪
町
百
九
番
地

同

同

山
村
哲
夫

甲
府
市
塚
原
町
七
百
五
十
七
番
地

同

同

堀
口
良
英

甲
府
市
塚
原
町
八
百
番
地

同

同

入
蔵
克
之

甲
府
市
塚
原
町
五
百
八
十
二
番
地

同

監
事

保
坂
幸
延

甲
府
市
上
積
翠
寺
町
五
百
六
十
七
番

同

四
〇
四



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

四
〇
五

地

同

数
野
武
明

甲
府
市
大
手
二
丁
目
四
番
六
十
六
号

同

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

　

土
地
改
良
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
途

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

退
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

退　

任　

年　

月　

日

理
事

櫻
田
英
樹

甲
斐
市
下
今
井
千
八
百
八
番
地

平
成
二
十
九
年
四
月
八
日

同

小
林
正
文

甲
斐
市
志
田
四
百
四
十
二
番
地

同

同

小
田
切
克
美

甲
斐
市
宇
津
谷
三
百
三
番
地

同

同

柳
本
利
徳

甲
斐
市
宇
津
谷
五
千
百
五
十
五
番
地

同

二　

就
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

就　

任　

年　

月　

日

理
事

輿
石
辰
也

甲
斐
市
下
今
井
九
百
四
十
二
番
地
一

平
成
二
十
九
年
四
月
九
日

同

新
開
宣
一

甲
斐
市
志
田
二
百
三
十
二
番
地

同

同

柳
本
武
彦

甲
斐
市
宇
津
谷
三
百
四
十
三
番
地

同

同

柳
本
正
秀

甲
斐
市
宇
津
谷
五
千
百
五
十
九
番
地

同

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

　

土
地
改
良
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
垈

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

退
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

退　

任　

年　

月　

日

理
事

増
坪
清

甲
斐
市
大
垈
二
千
三
百
五
十
四
番

地
二

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
九
日

同

猪
股
俊
公

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
三
十
四
番

地

同

同

坂
下
健

甲
斐
市
大
久
保
三
百
十
八
番
地

同

同

長
田
裕
二

甲
斐
市
亀
沢
三
千
九
百
十
一
番
地

四

同

同

長
田
英
俊

甲
斐
市
亀
沢
三
千
九
百
二
十
七
番

地

同

同

田
中
知
博

甲
斐
市
牛
句
五
十
八
番
地

同

同

田
中
正
司

甲
斐
市
牛
句
二
千
二
百
十
番
地
一

同

同

岡
田
園
穂

甲
斐
市
大
久
保
三
百
十
三
番
地

同

同

小
田
切
茂
男

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
五
十
九
番

地

同

同

猪
股
兼
幸

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
四
十
五
番

同

四
〇
五



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

四
〇
六

地

監
事

赤
沢
睦
男

甲
斐
市
牛
句
十
二
番
地

同

同

矢
崎
義
英

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
七
十
三
番

地
一

同

二　

就
任

役
職
名

氏　
　

名

住　
　
　
　
　

所

就　

任　

年　

月　

日

理
事

猪
股
俊
公

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
三
十
四
番
地

平
成
二
十
九
年
四
月
三
十
日

同

田
中
正
司

甲
斐
市
牛
句
二
千
二
百
十
番
地
一

同

同

坂
下
健

甲
斐
市
大
久
保
三
百
十
八
番
地

同

同

小
田
切
茂
男

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
五
十
九
番
地

同

同

長
田
裕
二

甲
斐
市
亀
沢
三
千
九
百
十
一
番
地
四

同

同

赤
沢
信
二

甲
斐
市
牛
句
二
千
二
百
三
十
七
番
地

同

同

大
久
保
和
仁

甲
斐
市
大
久
保
三
百
五
番
地

同

同

土
肥
健
一

甲
斐
市
亀
沢
三
千
九
百
五
十
六
番
地

同

同

猪
股
俊
雄

甲
斐
市
大
垈
三
十
二
番
地

同

同

猪
股
兼
幸

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
四
十
五
番
地

同

監
事

望
月
常
久

甲
斐
市
牛
句
二
千
二
百
十
三
番
地

同

同

矢
崎
義
英

甲
斐
市
大
垈
二
千
六
百
七
十
三
番
地

一

同

　
　
　

企　

業　

局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

赤　
　

池　
　

隆　
　

広

　
　
　

	

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

　

山
梨
県
営
電
気
事
業
に
附
帯
す
る
小
規
模
水
力
発
電
事
業
の
規
模
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

重
川
発
電
所　

一
一
〇

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

赤　
　

池　
　

隆　
　

広

　
　
　

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
の
表
電
気
主
任
技
術
者
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

電
気
主

任
技
術

者　

発
電
総
合
制
御
所
所
管
電
気
工
作
物

電
気
課
長

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所
管
電
気
工
作
物

四
〇
六



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

四
〇
七

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所
所
管
電
気
工
作
物

米
倉
山
実
証
試
験
用
太
陽
光
発
電
所
電
気
工
作
物

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
〇
七



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

四
〇
八

（
監
視
・
制
御
）

（
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
）

（
保
守
・
管
理
)

（
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
）

（
保
守
・
管
理
)

（
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
）

（
保
守
・
管
理
)

（
保
守
・
管
理
）

管
理

課

米
倉
山
実
証
試
験
用

太
陽
光
発
電
所

琴
川
第
二
発
電
所

小
屋
敷
第
二
発
電
所

施
設

課

鼓
川
発
電
所

管
理

課
下
釜
口
発
電
所

琴
川
第
三
発
電
所

琴
川
第
一
発
電
所

　
印
は
、
随
時
巡
回
方
式
を
示
す

　
印
は
、
保
安
関
連
業
務
機
関
を
示
す

　
印
は
、
保
安
管
理
業
務
機
関
を
示
す

小
屋
敷
第
一
発
電
所

（
電
気
主
任
技
術
者
）

湯
島
発
電
所

公
営
企
業
管
理
者

企
業
局

電
気
課

施
設

課

天
科
発
電
所

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所

総
務
課

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所

奈
良
田
第
三
発
電
所

奈
良
田
第
一
発
電
所

管
理

課

塩
川
発
電
所

丘
の
公
園
太
陽
電
池
発
電
所

塩
川
第
二
発
電
所

大
城
川
発
電
所

若
彦
ト
ン
ネ
ル
湧
水
発
電
所

深
城
発
電
所

重
川
発
電
所

保
　
　
安
　
　
に
　
　
関
　
　
す
　
　
る
　
　
組
　
　
織
　
　
機
　
　
構

別
表
第
一

（
第
四
条
関
係
）

藤
木
発
電
所

制
御
課

朝
穂
堰
浅
尾
発
電
所

野
呂
川
発
電
所

西
山
発
電
所

発
電
総
合
制
御
所

奈
良
田
第
二
発
電
所

広
瀬
発
電
所

柚
ノ
木
発
電
所

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

四
〇
八



山
梨
県
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第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

四
〇
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別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

電気課 １ 電気事業の総括に関すること。

２ 電気事業に係わる企画及び調整に関すること。

３ 電気事業に係わる許可、認可及び免許の申請に関すること。

４ 電気事業に係わる建設に関すること。

５ 電気料金の算定に関すること。

６ 発電所の改良、修繕工事の計画及び指導に関すること。

７ 保安教育に関すること。

８ 米倉山実証試験用太陽光発電所の保守管理に関すること。

管理課 １ 発電総合制御所諸設備の保守管理に関すること。

２ 塩川発電所、塩川第二発電所、若彦トンネル湧水発電所、深城発電所、大城川発電所、

朝穂堰浅尾発電所、重川発電所及び太陽電池発電所の保守管理に関すること。

３ 工事の設計及び施工に関すること。

４ 保安教育に関すること。

制御課 １ 発電所の監視・運転制御に関すること。

２ 給電業務に関すること。

３ 発電所及びダムの運用に関すること。

４ 塩川発電所、塩川第二発電所、若彦トンネル湧水発電所、深城発電所、大城川発電所、

朝穂堰浅尾発電所、重川発電所及び太陽電池発電所の設備並びにダム水路工作物の工事計画に関すること。

５ 工事の設計及び施工に関すること。

管理課 　野呂川発電所、奈良田第一発電所、奈良田第二発電所、奈良田第三発電所、西山発電所及び湯島発電所

の次に掲げる事項

１ 設備の保守管理に関すること。

２ ダム及び水路工作物の保守管理に関すること。

３ 保安教育に関すること。

施設課 　野呂川発電所、奈良田第一発電所、奈良田第二発電所、奈良田第三発電所、西山発電所及び湯島発電所

の次に掲げる事項

１ 設備及びダム水路工作物工事の計画に関すること。

２ 工事の設計及び施工に関すること。

管理課   広瀬発電所、天科発電所、下釜口発電所、柚ノ木発電所、鼓川発電所、藤木発電所、小屋敷第一発電所、

小屋敷第二発電所、琴川第一発電所、琴川第二発電所及び琴川第三発電所、の次に掲げる事項

１ 設備の保守管理に関すること。

２ 調整池及びダム水路工作物の保守管理に関すること。

３ 保安教育に関すること。

施設課   広瀬発電所、天科発電所、下釜口発電所、柚ノ木発電所、鼓川発電所、藤木発電所、小屋敷第一発電所、

小屋敷第二発電所、琴川第一発電所、琴川第二発電所及び琴川第三発電所の次に掲げる事項

１ 設備及び水路工作物工事の計画に関すること。

２ 工事の設計及び施工に関すること。

組　　　織　　　の　　　分　　　掌　　　業　　　務

早
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所

笛
吹
川
水
系
発
電
管
理
事
務
所

本
　
　
　
　
　
庁

分　　　　　掌　　　　　業　　　　　務組　　　　織

発
電
総
合
制
御
所

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

別表第二（第四条関係）

四
〇
九



発
行
者　
　

山　

梨　

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
号　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

四
一
〇

四
一
〇


